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入札及び契約に係る情報の公表及びその方法について 

 

 

 入札及び契約に関する透明性の確保は、公共工事の入札及び契約に関し不正行為の

防止を図るとともに、国民に対してそれが適正に行われていることを明らかにする上

で不可欠です。 

このため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律

第１２７号。以下「法」という。）第７条の規定により、地方公共団体の長は、毎年度、

当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項を公表しなければならないことと

されています。その公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律施行令（平成１３年政令第３４号。以下「令」という。）第５条第２項により、

公報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法（第１号）、又

は公衆の見やすい場所に掲示し、若しくは公衆の閲覧に供する方法（第２号）で行わ

なければならないこととされています。 

また、法第８条の規定により、地方公共団体の長は、入札及び契約の過程並びに契

約の内容に関する事項を公表しなければならないこととされています。その公表につ

いては、令第７条第４項により、公衆の見やすい場所に掲示し又は公衆の閲覧に供す

る方法で行わなければならないこととされています。 

こうした地方公共団体の入札及び契約に関する情報の公表について、デジタル臨時

行政調査会により決定されたアナログ規制の見直しを踏まえ、デジタル技術の活用に



   

よる効率化の観点から、下記のとおりその取扱いを整理しましたので、これを確認の

上、入札及び契約に係る情報の公表を適切に実施いただきますよう、法第２０条第２

項に基づき、要請します。 

また、各都道府県においては、貴都道府県管内の市区町村（指定都市を除く。）の長

に対し、この旨周知願います。 

 

記 

１．総論 

法第７条及び第８条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付

けられている。当該公表が行われていない場合は、これらの規定に違反している状

態であることとなり、直ちに是正する必要がある。 

このため、各地方公共団体におかれては、法第７条及び第８条並びにこれらに関

する令の規定を参照の上、必要な公表手続を確実に行うこと。 

なお、公表手続を行うに当たって、各公表事項の記載例を別添１のとおりまとめ

ており、これを参考に適切に情報の公表を実施されたい。 

 

２．情報の公表方法について 

法第７条及び第８条の規定による情報の公表は、令第５条第２項及び第７条第４

項の規定により、公衆の閲覧に供する方法等により行わなければならないことされ

ている。 

この公衆の閲覧に供する方法は、令第５条第３項（令第７条第５項において準用

する場合を含む。）の規定により、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲

覧に供する方法とされている。 

デジタル臨時行政調査会による「構造改革のためのデジタル原則」における「原

則① デジタル完結・自動化原則」においては、閲覧に供する方法については、イ

ンターネットを利用する方法が原則とされている。このため、法第７条及び第８条

の規定による情報の公表の方法については、原則としてインターネットを利用する

方法とすることが適当であると考えており、各地方公共団体におかれては、情報の

公表方法についての見直しを検討されたい。 

 

３．インターネットを利用する方法を用いて情報の公表をする場合の告示について 

インターネットを利用する方法を含め、公衆の閲覧に供する方法により入札及び

契約に関する情報の公表を行う場合、令第５条第３項（令第７条第５項において準

用する場合を含む。）の規定により、あらかじめ地方公共団体の長は当該閲覧に供す

る方法を告示しなければならないとされている。 

法第７条及び第８条の規定による情報の公表について、公衆の閲覧に供する方法

として、インターネットを利用する方法を用いているにもかかわらず告示を未発出

の団体については、早急に告示を発出すること。 



   

また、当該情報の公表について、今後インターネットを利用する方法を用いるこ

ととする団体についても、当該方法による情報の公表に先立って告示の発出を行う

こと。 

さらに、インターネットを利用する方法と併せて閲覧所を設ける方法を用いる場

合にも、同様に告示を発出する必要があるが、告示発出後に閲覧所の改廃・名称変

更などの事象が発生した場合には、その都度遅滞なく告示を改正する必要がある旨

申し添える。 

これら告示の例としては、別添２のとおりであり、これを参考に適切に告示を発

出されたい。 

 

以上 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

入契法による情報公表について（参考事例等）

別添１



入契法における義務付け事項（地方公共団体）

○公共工事の入札及び契約の適正化を図ることは、公共工事の適正な施工を確保するため、また、将来
にわたって建設業の担い手を育成及び確保するためという点においても、非常に重要
○入札及び契約の適正化のため各発注者が一律に義務として遵守しなければならない事項を規定

地方公共団体による情報の公表

入札及び契約に関する透明性の確保は、公共工事の入札及び契
約に関し不正行為の防止を図るとともに、国民に対してそれが適正
に行われていることを明らかにする上で不可欠。

✓公共工事の発注見通しの公表（第7条）
✓落札者、契約金額等の入札・契約に関する
事項の公表（第8条）

不正行為等に対する措置

不正行為の疑いがある場合に発注者がこれを見過ごすことなく毅
然とした対応を行うことによって、発生した不正行為に対する処分
の実施を促すとともに再発を防止。

✓競争制限嫌疑に係る
公正取引委員会への通知（第10条）
✓建設業法に関する違法行為嫌疑に係る
許可行政庁等への通知（第11条）

適正な金額での契約の締結等

✓入札金額の内訳書の提出（第12条）
✓提出された入札金額の内訳書の
内容の確認（第13条）
見積能力のないような不良・不適格業者の参入を排除し、併せて談合
等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から、対象となる
工事に係る入札金額と併せてその内訳の提出が必要。

施工体制の適正化

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにす
るためには、工事の施工段階において契約の適正な履行を確保する
ための監督及び点検を確実に行うことが重要。

✓施工体制台帳の写しの提出（第15条）
✓提出された施工体制台帳の写しの内容が現場
の施工体制に合致しているかの確認（第16条）

1



参考資料：
建設産業・不動産業：入札及び契約に係る情報公表マニュアル - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000102.html

１．入札及び契約に係る情報公表の意義

入札契約適正化法による情報公表においては、法律に基づきその公表を各発注者に義
務付けた事項と、適正化指針に規定し努力義務として公表することとした事項があり、地方
公共団体が公表を義務付けられている事項としては、次ページのとおりとなっている。（入
札契約適正化法第7条及び第8条及び同法施行令第5条から第7条まで参照）。

2

２．入札契約適正化法による入札及び契約に係る情報公表の概要

公共工事は、国民の税金を原資とすることから、その入札及び契約に関し、いやしくも不
正行為があってはならないものである。

入札契約適正化法では、発注者に対し、受注者の決定等に至る行政内部の事務執行や
判断過程を公表することを義務付け、国民に対する説明責任の履行を確保するとともに、
不正行為の未然防止を図ることとしている。

また、あわせて、これらの情報を公表することは、情報の入手を目的として行われる不正
行為を排除するという意義も有するものである。

入札及び契約に係る情報公表



入札及び契約に係る情報の公表

○公共工事の入札及び契約に関し不正行為の防止を図るとともに、国民に対してそれが適正に行われていること
を明らかにする上で、入札及び契約に関する透明性の確保は不可欠

○そのため、入契法第７条及び第８条において、入札及び契約に係る情報の公表を義務付けている
⇒以下の事項の公表が行われていない場合は、規定違反状態であり、直ちに是正が必要

ⅱ）入札契約の事前に公表すべき事項

✓一般競争入札参加資格
✓一般競争入札の有資格者名簿
✓指名競争入札参加資格
✓指名競争入札の有資格者名簿
✓指名基準

ⅰ）発注見通しに関する事項

✓工事の名称、場所、期間、種別、概要
✓入札及び契約の方法
✓入札を行う時期
（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）

ⅲ）個別の工事の契約後に公表すべき事項

✓制限付一般競争入札参加資格
✓一般競争入札への参加申請者の名称
✓上記参加申請者のうち入札に参加させなかった者の名称、
参加させなかった理由

✓指名業者名、指名理由
✓入札者名
✓入札金額
✓落札者名
✓落札金額

✓低入札価格調査又は公正な取引秩序を乱すおそれにより
次順位者を落札者とした場合における理由

✓最低制限価格未満の入札者名
✓総合評価落札方式を行った理由
✓総合評価落札方式の落札者決定基準
✓総合評価落札方式の落札者決定理由
✓契約の内容
－契約の相手方の名称、住所 －工事の名称、場所、種別、概要
－工事の着手時期、完成時期 －契約金額

✓随意契約の相手方の選定理由

公表すべき事項（地方公共団体）

これら事項を定めた際（変更時も含む。）等は遅滞なく公表をしなければならない

3



入札及び契約に係る情報の公表状況（地方公共団体）

出典：令和５年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査
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5

入札及び契約に係る情報公表の公表例（奈良県の事例）

○発注見通し

公共工事等発注見通し/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp) https://www.pref.nara.jp/12016.htm



6

入札及び契約に係る情報公表の公表例（岡山県の事例）

【参考】 岡山県建設工事等公表事務取扱要領

参考資料：各地方整備局宛て通知
「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」（平成13年3月30日付 国官会第1429号、国官地第26号）
https://www.mlit.go.jp/common/001067880.pdf

入札に関するお知らせ・要領・様式等（入札制度に関することはこちら） -岡山県ホームページ（技術管理課） （入札・契約制度に関する要領等 - その他）

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-114175.html#youryou



入札契約の事前に公表すべき事項

• 一般競争入札参加資格

• 一般競争入札参加資格者名簿

7

入契法における情報公開義務事項の公表例（岐阜県の事例）

• 指名競争入札参加資格

• 指名競争入札参加資格者名簿

• 指名基準

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/460.html

入札参加資格者名簿

指名基準

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/3158.pdf

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/bid/558.html
入札制度に関する要領・基準

：情報公開義務事項



個別の工事の契約後に公表すべき事項

• 入札金額の内訳書の提出

• 総合評価落札方式の落札者決定基準

• 制限付一般競争参加資格

：情報公開義務事項

総合評価落札方式の例

入契法における情報公開義務事項の公表例（岡山県の事例）

評価に関する基準

落札者決定方法

• 公共工事の名称等

• 工期

一般競争入札（条件付）公告共通事項
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/793785_7421152_misc.pdf 8



個別の工事の契約後に公表すべき事項

• 一般競争入札に参加しようとした者の名称等

• 一般競争入札に参加させなかった者の名称等

• 一般競争入札に参加させなかった理由

• 最低制限価格未満入札者の名称

：情報公開義務事項

• 指名業者の名称等

• 指名理由

• 入札者の名称等

• 入札金額

9

入契法における情報公開義務事項の公表例（岐阜県の事例）

指名競争入札の例①



個別の工事の契約後に公表すべき事項

• 一般競争入札に参加しようとした者の名称等

• 一般競争入札に参加させなかった者の名称等

• 一般競争入札に参加させなかった理由

• 最低制限価格未満入札者の名称

：情報公開義務事項

• 指名業者の名称等

• 指名理由

• 入札者の名称等

• 入札金額

10

入契法における情報公開義務事項の公表例（宮城県石巻市の事例）

令和3年度入札結果 - 石巻市 (ishinomaki.lg.jp)

石巻市 令和３年度入札結果 河北境1号線舗装工事

指名競争入札の例②



個別の工事の契約後に公表すべき事項

• 落札者の名称等

• 落札金額

• 次順位落札者の理由

• 総合評価落札方式を行った理由

• 総合評価落札方式の落札者決定理由

11

入契法における情報公開義務事項の公表例（岐阜県の事例）

• 低入札価格調査等により次順位者を落札者
とした場合における理由



：情報公開義務事項

12

入契法における情報公開義務事項の公表例（奈良県の事例）

個別の工事の契約後に公表すべき事項

・ 随意契約の相手方選定理由 ・契約相手方の名称等 ・契約金額

事例

随意契約の状況の公表/奈良県公式ホームページ https://www.pref.nara.jp/61608.htm 



：情報公開義務事項

13

入契法における情報公開義務事項の公表例（長野県松本市の事例）

契約変更後

• 変更後の公共工事の名称等 ・ 変更後の工期 ・ 変更後の契約金額 ・ 契約変更の理由

松本市 入札契約情報 入札結果 令和4年度変更契約結果

入札結果 - 入札・契約情報 - 松本市ホームページ (city.matsumoto.nagano.jp)
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覧
に
供
す
る
方
法

 

次
に
掲
げ
る
閲
覧
所
に
お
い
て
公
表
す
る
。

イ　

×
×

県
庁
△
△
部
□
□
課
内
（×

×

県×
×

市×
×

町×

丁
目×

―

 
×

）

ロ　

×
×

北
部
地
域
振
興
局
□
□
課
内
（×

×

県×
×

市×
×

町×

丁
目×

―

 
×

）

ハ　

×
×

南
部
地
域
振
興
局
□
□
課
内
（×

×

県×
×

市×
×

町×

丁
目×

―

 
×

）

 

附　

則

 

こ
の
告
示
は
、
令
和　
　

年　
　

月　
　
　

日
か
ら
施
行
す
る
。
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